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はじめに

　本書は、近年とくに注目を集めている自治体議会における一般質問の
うち、議員の行う質問ではなく行政側の首長や職員の行う答弁に焦点を
あてています。
　「第１章 議会答弁の基本」「第２章 答弁書の書き方の基本」では、一般
質問における答弁の役割、答弁者は誰に対して答弁するのかなど、一般
質問答弁を行うにあたり必要となる心得や答弁書作成にあたり留意すべ
き事項を取り上げています。
　一般質問の答弁においてとくに留意すべき根幹的事項は、一般質問は
議会と行政の勝ち負けを決する場ではないということです。質問する議
員の発言内容そして発言方法に、品格・品性が求められるのと同様に、
答弁にも品格・品性が求められることでしょう。それに応えるためには、
適切な内容の答弁書を準備する必要があります。
　一般質問に対する答弁は行政側の公式見解となります。答弁は、質問
した議員個人に対するものでありますが、同時に議会への答弁でもあり
ます。さらに、二元代表制という日本の自治制度を踏まえれば、主権者・
有権者である住民に対する答弁が行われていると考えることが自然なと
らえ方となるでしょう。そのことを踏まえ、答弁者には冷静な答弁が求
められます。冷静な答弁を行うためには、多角的な検討が行われ、答弁
内容にいたるプロセスも他者から求められれば詳細に答えることができ
るよう明文化された答弁書が必要です。
　次に「第３章 議会答弁の実例」においては、条例や計画の制定・策定、
災害への対応、観光についての取り組み等々、各政策分野における一般
質問の実例を具体的に取り上げています。また、各実例は、「外してはい
けない３つのポイント！」「議員ヒアリング時の注意点はこの５つ！」「実
際の答弁を箇条書きにしてみる」「実際の答弁原稿」「事前に想定してお
きたい再質問リスト」の５項目で基本的に構成しています。これらを参
考にしながら実際の答弁書を作成することで、質問と答弁における対話
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の実現に一歩近づくことでしょう。さらに、そのことが、二元代表制の
もと、住民から信託を受けた議会と行政が、求められるそれぞれの役割
を果たすことにつながり得ます。
　そして、一般質問における質問と答弁のやりとりにおいては、さまざ
まな制約条件があるなかで、地域の課題を解決し、めざす将来像をいか
に実現するか、そのための政策の方向性・具体的手段・投入可能資源（と
その投入量）を確認し、事前に評価することが求められます。
　さらにそのとき、「討論のヒロバ」にふさわしい、住民の意見や専門的
知見も交えた侃々諤々の議論を十分に行うことができるかが問われてき
ます。答弁や答弁時に参考とする答弁書（答弁要旨）は、それに資するこ
とが求められます。
　本書は、第１章・第２章において、二元代表制や執行機関の多元主義、
執行機関とその部下である行政職員の役割についても論述しています。
第３章においては、一般質問の答弁を作成するという形をとりながら自
治体政策の広範な部分を対象としています。これは、自治体において、
どのような政策（体系）の実現が、主権者・有権者に期待されているかを
描き出す試みでもあります。
　もとより、自治体政府の政策には、市民社会セクターや市場セクター
の担う公共政策とともに、また国から地域・世界へと政府の三層化が進
む今日、国や国際機関そして他の自治体政府の行う政府政策とともに、
地域の課題を解決し、地域の将来像を実現することに寄与することが求
められています。しかし、公共政策そして政府政策にも、政策のもつ特
性である「複雑性（総合性、相反性、主観性、動態性）」や政策主体が複数
になることなどから生じる「政策問題の悪構造」という課題が横たわって
います。さらに、政策を担う人の能力には限界もあるため、自治体の政
府政策が直ちに大きな成果を上げることには困難が伴います。
　それでも自治体政府には、地域の個性、先端性、総合性を活かしながら、
時間をかけつつも、成果を上げることが期待されます。一般質問におけ
る質問と答弁は、この期待に応える有効な手段となり得るのではないで
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しょうか。
　また、本書では巻末に索引をつけることで、単独の項目としては取り
上げていない事項であっても、索引から関連する頁を確認していただく
ことで、当該事項について一定の理解が得られるようにしました。参考
文献については、議会についての基本的な考え方を確認できるよう、い
くつかの基礎的な文献についても取り上げています。
　本書は、一般質問の答弁ないし答弁書作成にかかわる行政関係者だけ
ではなく、質問する側の自治体議員をはじめとする議会関係者、そして
主権者・有権者である住民、自治体の政府政策に関心のある方々や学生
の皆さんを主な読者に想定しています。
　本書が少しでも、読者の皆さんのお役に立つことができれば幸いです。

　2018 年 10 月
田中富雄
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1　議会答弁にはどのようなものがあるのか
　議会における答弁には、質疑に対する答弁と一般質問（代表質問を取
り入れている議会もある）に対する答弁があります。
　質疑は、議案提案者側に対して、議案審査側である議会の構成員であ
る議員が、疑問点を質すために行います。議案提案者は、多くの場合は
行政側の首長であり、実際の本会議での議案説明は、首長やその部下で
ある部長（部制の場合）または課長（課制の場合）が行うケースが多いのが
実態です。しかし、議員提案議案の場合は、提案した議員が議案説明を
行い、ほかの議員からの質疑に対する答弁を行うことになります。
　一般質問は、議員が行政全般に関して、行政側に現状や見通しを問う
ものであるため、質問者は議員であり、答弁は首長やその部下である部
長または課長が行うことが多くなります。本書では、この一般質問につ
いて考えることにします。

2　答弁がもつ意味
　一般質問は議員が行い、答弁は質問した議員に対して行われることに
なります。しかし、答弁した内容が行政の公式見解となり、その後の行
政の指針となることを考えると、その答弁は、広く社会全体（地域・国・
国際機構の各レベルにおける住民・団体・企業・政府等を含む）に対す
る行政の見解表明と見ることができます。
　議会と行政を含む自治体政府（本書では、議会と行政を合わせて自治
体政府と呼びます）には、手続的正統性も含めて謬

びゅう

（誤り・間違い）がな
いこと、効果的・効率的な取り組みで成果を出していること、さまざま
な主体から理解されるようにわかりやすさを前提としていることが求め
られます。一般質問の答弁は、このことに資する役割を担っています。

1 一般質問における答弁の役割
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1　議員だけが答弁の相手ではない
　議会と行政の見解が異なり、答弁内容について質問者の議員や議会多
数派の理解が得られないことが想定される場合があります。そのとき、
行政の答弁者は誰に向けて答弁することが必要となるのでしょうか。
　地域の政策に関係するセクタ―は、住民個人やＮＰＯ法人などの市民
社会セクター、企業のような市場セクター、市町村・都道府県といった
自治体（地方政府）や国（中央政府）などの政府セクターがあります。答弁
者は、議場において質問者である議員に対して答弁することになります
が、その答弁は広く住民や関係者に伝わることが期待されており、答弁
者は、「この答弁を聴いて、理解してほしい」「この答弁に賛同してほしい」
と願いながら答弁をしています。

2　答弁はまちの将来や他自治体にも影響を及ぼす
　答弁は現時点での住民や関係者に対して答弁するだけでなく、将来か
かわりをもつであろう関係者に対しても答弁することがあります。とく
に、答弁者の考え（答弁内容）が質問者や議会多数派の理解を得ることが
難しいと想定される場合に、今すぐには実現が難しくとも、答弁時の議
論を通じて、将来における実現を期待して答弁するような場合です。
　例えば、今次、全国自治体議会の答弁はインターネットを通じた検索
が可能です。その意味では、答弁の内容が、他の自治体において実現す
ることもあり得ます（これを「未実施政策の政策参照と政策波及」と呼ぶ
ことができます）。そして、その取り組みが全国自治体に広がり、政策効
果が明らかとなれば、最初に答弁を行ったものの政策を実現できなかっ
た自治体にも、逆輸入の形で政策が波及する可能性があります（このよ
うな政策波及を「未実施政策のブーメラン波及」と呼ぶことができます）。

 

2 答弁の相手は誰か
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1　外してはいけない３つのポイント！
　１　総合計画及び総合計画関連計画の必要性と位置づけ

最上位計画の必要性とその認識
総合計画関連計画の必要性
関連計画としての定員管理計画と財政計画

　２　総合計画の内容
計画の要素
計画に位置づけることが期待されるアイディア（理念）

　３　総合計画の進捗管理の必要性
進捗管理の必要性・現状・課題
進捗管理の手法
総合計画の改善
改善を可能とする条件

2　議員ヒアリング時の注意点はこの５つ！
□  議員の総合計画に対するスタンスは肯定的か否定的か、その理由
□  議員の計画（行政）全般に対するスタンスは肯定的か否定的か、その理由
□ 議員が政策サイクルを志向しているか、その理由
□  議員は自分が関心をもっている政策の進捗状況を把握しているか
□  議員は、総合計画全般についての進捗状況に関心があるのか、特定

の政策領域の進捗に関心があるのか

質問
総合計画の進行管理の現状はどうなって
いるか、課題はあるのか

1 総合計画の進捗管理
計画・政策
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3　実際の答弁を箇条書きにしてみる

冒
頭
説
明

①�総合計画には、アイディア（理念）、地域の将来都市像や

施策の大綱をはじめ、実施すべき施策や実施のための体

制、プログラム等が示されており大変重要な計画である

と認識している

②�総合計画は、自治体政府計画であると同時に、当該地域

で最も上位に位置づけられる自治体地域計画でもある

現
状
・
課
題

①�進捗管理には、本市の総合計画が基本構想・基本計画・

実施計画という 3層構造で構成されているが、本市では、

実施計画について、毎年ローリングをしているので、実

施計画に位置づけられた事業の進捗管理ができる

②�総合計画の 2層目に位置する基本計画に明記している施

策の成果指標の達成度を確認する方法もある

③�計画や指標は隠ぺい性をもつ。この隠ぺい性を克服する

ような計画や指標をつくることが期待されている

方
向
性
の
明
示

①�今次の総合計画では、目標達成のために「必要となる職

員力を確保するための定員管理計画」「必要となる財政力

を持続可能なものとして確保するための財政計画」とい

う 2つの総合計画関連計画を策定している。これら 2つ

の計画の内容にも留意して取り組みを進めていく

②�施策・事業の実施にあたっては、必要に応じて市役所の

組織機構を再編（機構改革）し、推進部署を新設する予定
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4　実際の答弁原稿
　総合計画には、アイディア（理念）、地域の将来都市像や施策の大綱を
はじめ、実施すべき施策や実施のための体制、プログラム等が示されて
おり、本市にとって大変重要な計画であると認識しております。総合計
画は、本市が自ら取り組む自治体政府計画であると同時に、当該地域に
おいて最も上位に位置づけられる自治体地域計画でもあります。
　ご質問の「進捗管理についての現状と課題」のうち、進捗管理につきま
しては、第○次○○市総合計画の序章におきまして２つの方法が示され
ております。１つは、本市の総合計画が基本構想、基本計画、実施計画
という３層構造で構成されていることから、予算編成の指針となる３層
目に位置する実施計画において進捗管理を行う方法であります。本市で
は、実施計画について毎年ローリングをしておりますので、実施計画に
位置づけられた事業の進捗管理ができることになります。もう１つは、
総合計画の２層目に位置する基本計画に明記している施策の成果指標の
達成度を確認する方法であります。
　前者につきましては、実施計画にどのような事業を位置づけるのかと
いう議論がありますが、総合計画の進捗管理に実施計画を用いる以上、
数は多くなりますが、原則すべての事業を位置づけることが必要である
ものと考え、本市におきましてもそのような取り組みをしております。
また、前者・後者ともに、どのような指標を設定するかが問われてきます。
なお、計画や指標は隠ぺい性をもちます。この隠ぺい性を克服するよう
な計画や指標をつくることが期待されております。
　現在計画期間中の総合計画につきましては、例えば、施策の大綱に見
られるような都市安全・都市整備・産業振興・環境福祉・教育文化・自
治経営という分野別の内容だけではなく、地域別の計画、リーディング・
プロジェクトを盛り込んでおります。
　さらに、今次の総合計画におきましては、総合計画に掲げられた目標
を達成するために２つの総合計画関連計画を策定しております。１つは、
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必要となる職員力を確保するための定員管理計画であり、もう１つは必
要となる財政力を持続可能なものとして確保するための財政計画です。
総合計画の実現にあたりましては、これら２つの関連計画の内容にも留
意して進めていくことになります。
　本市においては、総合計画の計画期間が今年度から始まったところで
あります。進捗管理につきましては、先進事例なども参照しながら、引
き続き、よりよい方法を模索してまいりたいと考えております。また、
施策・事業の実施にあたりましては、必要に応じて市役所の組織機構を
再編し、施策・事業を推進する部署を新設する予定としております。

5　事前に想定しておきたい再質問リスト
□ 総合計画は本当に使われているのか
□ 個別計画がたくさんあるなかで総合計画は本当に必要なのか
□ 総合計画と人口ビジョン・総合戦略はどういう関係か
□ 本当に総合計画は実現できるのか
□ 総合計画の実現にはどのような条件が求められるのか
□  本市をめぐる社会経済環境が変化してきたので、総合計画の見直し

をすべきではないか
□ 計画人口が多すぎるのではないか。人口計画の根拠はなにか
□ 進捗状況の検証にはどのような方法がよいと考えるか
□ 定員管理計画の内容はどのようなものか
□ 財政計画の内容はどのようなものか。財政フレームとの違いは

【新たな総合計画を策定中の場合】
□ 前総合計画の目標達成状況はどうなっているか
□  現計画期間中の総合計画と現在策定中の総合計画の策定プロセスの

違いはなにか（策定期間、策定体制、市民参加など）
□  現計画期間中の総合計画と現在策定中の総合計画の違いはなにか

（計画期間、将来都市像、計画人口、土地利用、施策の大綱など）


